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　　　を支払います。
(原則として、サービス費用額の１割、２割また
は３割。）

介
護
保
険
と
は

21

推計値推計値

居宅サービス費 施設・居住系サービス費
その他費用 地域支援事業費

②要介護（要支援）認定者数の推計
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70

0

（千人）
30.0
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（％）

184千人

26.9％
27.2％ 27.7％

28.3％ 28.9％ 29.0％ 30.2％

認定者数

第1号被保険者中の認定者割合

①高齢者人口（第1号被保険者数）の推計

2021
(令和3)年度

2021
(令和3)年度

185千人

2022
(令和4)年度

187千人

2023
(令和5)年度

191千人

2024
(令和6)年度

194千人

2025
(令和7)年度

195千人

2026
(令和8)年度

205千人

2030
(令和12)年度
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325千人

360千人

2022
(令和4)年度

308千人

371千人

2023
(令和5)年度

293千人

383千人

2024
(令和6)年度

279千人

394千人

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率
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(令和3)年度
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149
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2022
(令和4)年度

1,679
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143
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2023
(令和5)年度

1,778

1,011

138
155

2024
(令和6)年度

1,882

1,032

133
162

2025
(令和7)年度

1,894

1,173

150

186

2026
(令和8)年度

1,976

1,180

149

200

③介護給付費等の見込み
介護保険給付及び地域支援事業
に係る費用の推移（　　　　　　　　　　　　　　）

25.0％25.0％
23.8％23.8％ 24.7％24.7％

25.2％25.2％

2025
(令和7)年度

270千人

400千人

2026
(令和8)年度

272千人

401千人

24.1％24.1％

2030
(令和12)年度

279千人

400千人

24.8％24.8％24.8％24.8％

実績値実績値

介護保険とは

※図①②については2021（令和３）年度～2025（令和
7）年度は実績、2026（令和8）年度以降は見込み。
※図③については2021（令和３）年度～2024（令和6）
年度は実績、2025（令和7年）度以降は見込み。

　大阪市における高齢者施策を推進して
いくため、基本となる3か年計画（2024
（令和6）年度～2026（令和8）年度）
を策定しました。

　介護保険は介護が必要な方を社会全体でささえる制度です。
　65歳以上のすべての方が、それぞれの能力を活かし、できるだけ自立した生活を送っていただくよ
う、また、介護が必要になっても自立した日常生活を支援する観点から作成されるケアプランに基づい
て、必要な保健・医療・福祉サービスを提供します。

　介護保険制度は、みなさまが住んでいる大阪市が保険者となって運営します。
40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、要介護（要支
援）認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受けるしくみです。

高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画 （1）健康でいきいきとした豊かな生活の実現

（2）個々人の意思を尊重した生活の実現
（3）安全で快適な生活環境の実現
（4）利用者本位のサービス提供の実現

高齢者施策の基本的な考え方

利用料の支払い

23%

27%

大阪市の高齢化の現状と計画における費用見込み
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●入浴、排せつ、食事などの日常生活動作
について常に介護が必要な方（要介護者）
●心身の状態が改善する可能性が高い
方で日常生活の一部に支援が必要な方
（要支援者）
●基本チェックリストに該当し、要支援者
に相当する状態と認められる方（事業
対象者）

※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

所得等に応じて、15段階の保険料を
設定します。

介護保険制度では65歳以上の方を第１号被保険者としています。
40歳から64歳までの方を第２号被保険者としています。

　65歳以上の方（第1号被保険者）や40歳から64歳までの方（第2号被保険者）であっても、
次の方または次の施設等に入所されている方は、介護保険の被保険者となりません。入所また
は退所の際に、お住まいの区役所介護保険担当にて手続きをお願いいたします。

　外国人の方でも、65歳以上で大阪市に住民登録がある方は、介護保険の被保険者となります。
ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次に該当する方は住民登録があっても被保険者とはなりません。
1.医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を目的として入国及び在留する方(3か月を超えて滞在する方を含む）
2.資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間、滞在する外国人富裕層に該当する方
　上記1.2に該当する方は、在留カードと入国管理局で交付された「指定書」をご持参のうえ、お住まいの区の区役所へお申し出
ください。

●障害者総合支援法の規定により支給決定（生活介護・施設入所支援）を受けて、指
定障がい者支援施設に入所している身体障がい者の方
●身体障害者福祉法の規定により障がい者支援施設（生活介護を行うものに限る）
に入所している身体障がい者の方
●児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設等
●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する施設
●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等

●生活保護法に規定する救護施設
●労働者災害補償保険法に規定する施設
●障がい者支援施設（知的障害者福祉法の規定により入所し
ている知的障がい者の方）
●指定障がい者支援施設（障害者総合支援法の規定による支
給決定（生活介護・施設入所支援）を受けて入所している知
的障がい者及び精神障がい者の方）
●障害者総合支援法の規定により療養介護を行う病院

（注）第2号被保険者の方は、介護等が必要な方のみ、手続きを行ってください。
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（TEL 4392-1700）

　ケアプランにもとづいて、最適なサービス
を利用します。原則として費用の1割、2割ま
たは3割は利用者の負担となります。
　①から⑥までの手順によりサービスが利
用できます。⑤で認定された有効期間内で
サービスが利用でき、引き続き利用する場
合は⑧の更新手続きを行ってください。

※事業対象者（基本チェックリストに該当した方）は、総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービス（サポート型訪問
サービス、選択型通所サービス）を利用することができます。総合事業については、13ページをご参照ください。

　大阪市認定事務センターへ「要介護認定・
要支援認定｣の申請を行ってください。
　居宅介護支援事業者、介護保険施設、
地域包括支援センターに依頼して申請を代
行してもらうこともできます。
■申請に必要なもの
●介護保険要介護認定・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●本人の個人番号（マイナンバー）確認書類
（個人番号カード（裏面）写し、通知カード
（表面）写し等）
●本人の身元確認書類
（個人番号カード（表面）写し、運転免許証
写し等）
●医療保険被保険者証、資格情報のお知ら
　せ、資格確認書、いずれか１点の写し（４０
　歳から６４歳までの方の申請の場合のみ）

　大阪市から委託を受けた認定調査員が、
心身の状況などについて調査を行います。
　必要に応じて、区役所の保健師が同行し
ます。

■認定調査時の介添え制度
　障がいにより
意思疎通が難しい方、
日本語の理解が困難な
外国籍の方などが、
安心して調査を
受けられるよう、
無料で通訳などが
同席する大阪市
独自の制度があります。

●大阪市認定事務センターでは、窓口にお越しいただくことなく郵送で要介護（要支
援）認定の申請の受付を行っています。

●申請書類や手続きなどについては大阪市認定事務センターにお問い合わせください。     

※

介護予防サービス、
総合事業のサービスを
利用できる方

　認定の有効期間は、原則6か月（更新の
場合は12か月）です。ただし、心身の状態
によって48か月まで延長、3か月まで短縮
される場合があります。
　引き続きサービスを利用する場合は、有
効期間満了の日の60日前から更新申請が
できます。

　なお、心身の状態が変化した場合、残り
の有効期間にかかわらず、いつでも状態の
区分の変更申請ができます。
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※１ ケアプランを利用者が作成することもできますが、このときも区役所の介護保険担当へケアプランを自己作成する旨の届け出が必要です。
※２ 事業対象者（基本チェックリストに該当した方）は、総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービス（サポート型訪問サービス、選択型通所サー

ビス）を利用することができます。総合事業については、13ページをご参照ください。

サービスを行うサービス提供事

業者と契約を結びます。

サービスを行うサービス提供
事業者と契約を結びます。

サービスを行うサービス提供
事業者と契約を結びます。

※1

※1

※1
※2

（※2）

介護予防サービス
総合事業のサービス

総合事業のサービス(基本チェックリスト
  に該当した方)●事業対象者

総合事業のサービス
の利用

介護予防サービス　　
総合事業のサービスの利用

該当

地域包括支援
センター等

目標を達成するため
の支援メニューを利
用者・家族とサービス
担当者で検討します。

サービス担当者
との話し合い

選択型通所サー
ビス事業の利用
希望者へ参加の
適否を判定します。

健 診

からだの元気度
（ご自身の生活
や健康状態）を
チェックします。

利用者の心身の
状態や環境、生活
状況などを把握し、
課題を分析します。

基本チェック
リストの実施

介護予防計画担当者
によるアセスメント
（課題分析）

各区役所
　　保健福祉課
地域包括支援
　　　センター
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地域包括支援センターは、「要支援１」「要支援２」と認定された方や基本チェックリストに該当した「事業対象者」の
ケアプランを作成するほか、高齢者やその介護をされている家族の方、ケアマネジャー（介護支援専門員）の相談
に応じるとともに、サービス提供事業者との連絡調整などを行います。

高齢者の方やご家族からの相談を
受け、介護、福祉や保健等必要なサ
ービスにつなげるなど、相談内容に
応じた支援をします。

相談したい 【総合相談】

高齢者虐待の防止、相談、対応や認
知症の方などへの成年後見制度活
用についての相談をお受けします。

安心してくらしたい 【権利擁護】

ケアマネジャーに対するアドバイス
や、さまざまな関係機関と連携して
支援する仕組みづくりを進めます。

自分らしくくらし続けたい 
【ケアマネジャーの支援】

「介護予防」に取り組んでいただく
お手伝いをします。
介護予防サービスや総合事業サー
ビスを利用するためのケアマネジ
メントを行います。

地域包括支援センターと連携した身近な相
談窓口として、高齢者やその家族からの介
護、福祉、保健に関する相談に応じています。

いつまでも元気で過ごしたい 
【介護予防ケアマネジメント】

開設時間：月曜日～金曜日　9時～17時30分
　　　　 （祝日・12月29日から1月3日を除く）

開設時間：月曜日～金曜日　9時～19時
　　　　　　　　 土曜日　9時～17時

いずれも祝日・
12月29日から
１月3日を除く（　　）

地域包括支援センター（10ページ参照）

総合相談窓口（ブランチ）11ページ参照

地域包括支援センターと連携した身近な高齢者相談窓口
総合相談窓口（ブランチ）

社会福祉士、保健師・看護師、
主任介護支援専門員のいずれか

　介護保険のサービスを利用する要支援1・2、要介護1～5の方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身
の状態等を考慮して、適切なケアプランを作成し、市町村、サービス提供事業者などと連絡調整を行います。

高齢者相談窓口
地域包括支援センター

居宅介護（予防）支援事業者 北 区 大 淀北 区

都 島 区

福 島 区

此 花 区

中 央 区

西 区

港 区

大 正 区

天王寺区
浪 速 区

西淀川区

淀 川 区

東淀川区

東 成 区

生 野 区

旭 区

城 東 区

鶴 見 区

阿倍野区

住之江区

住 吉 区

東住吉区

平 野 区

西 成 区

区　名
■地域包括支援センター一覧

北 区

都 島 区
都 島 区 北 部
福 島 区
此 花 区
　此花区南西部
中 央 区
中 央 区 北 部
西 区
港 区
港 区 南 部
大 正 区
大 正 区 北 部
天 王 寺 区
浪 速 区
西 淀 川 区
西淀川区南西部
淀 川 区
淀 川 区 東 部
淀 川 区 西 部
淀 川 区 南 部
東 淀 川 区
東淀川区北部
東淀川区南西部
東淀川区中部
東 成 区 南 部
東 成 区 北 部
生 野 区
東 生 野
鶴 橋
　 巽 　
旭 区
旭 区 西 部
旭 区 東 部
城 東 区
城 東 ・ 放 出
城 陽
菫 ・ 鯰 江 東
鶴 見 区
鶴 見 区 西 部
鶴 見 区 南 部
阿 倍 野 区
阿倍野区北部
阿倍野区中部
住 之 江 区
さ き し ま
安立・敷津浦
加賀屋・粉浜
住 吉 区
住 吉 区 北
住 吉 区 東
住 吉 区 西
東 住 吉 区
矢 田
中 野
東 住 吉 北
平 野 区
加 美
長 吉
瓜 破
喜 連
西 成 区
玉 出
西成区北西部
西 成 区 東 部

センター名 住　　　所 ＦＡＸ電 話 番 号
北区神山町 15-11
北区長柄中1-1-21
都島区都島本通 3-12-31
都島区大東町 2-2-18
福島区海老江 6-2-22
此花区伝法 3-2-27
此花区春日出中1-22-13 総合医療介護施設あかつき1階
中央区上本町西 2-5-25
中央区農人橋 3-1-3 ドミール堺筋本町1階
西区新町 4-5-14（西区役所合同庁舎6階）
港区弁天 2-15-1
港区池島 1-1-18
大正区小林西 1-14-3
大正区北村 3-5-10
天王寺区六万体町 5-26
浪速区難波中 3-8-8（浪速スポーツセンター1階）
西淀川区千舟 2-7-7
西淀川区福町 2-4-16
淀川区三国本町 2-14-3
淀川区西宮原 1-6-45
淀川区加島 1-34-8
淀川区十三元今里 1-1-52
東淀川区菅原 4-4-37
東淀川区井高野 2-1-59
東淀川区東中島 3-14-24
東淀川区菅原 7-15-14
東成区大今里南 3-11-2
東成区中道 ２-４-１５
生野区勝山北 3-13-20
生野区小路 3-17-10
生野区鶴橋 2-15-28
生野区巽中 2-18-2
旭区高殿 6-16-1
旭区中宮 2-15-7
旭区清水 4-2-22
城東区中央 2-11-16
城東区諏訪 4-12-28
城東区鴫野東 2-26-12
城東区関目 3-8-17 1階
鶴見区諸口 5-浜6-12
鶴見区諸口 6-1-13 クレセントハイツ鶴見店舗100-3
鶴見区今津南 1-1-4
阿倍野区帝塚山 1-3-8
阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ1階106
阿倍野区阪南町 １-５７-２ オルセ阿倍野１階
住之江区御崎 4-6-10
住之江区南港中 2-1-99 ショッピングセンターカナート横2階
住之江区南加賀屋 3-9-2
住之江区粉浜西 2-7-21
住吉区浅香 1-8-47
住吉区帝塚山東5-6-15 すみよし隣保館寿1階 
住吉区苅田 4-3-9
住吉区墨江 2-4-10
東住吉区田辺 2-10-18
東住吉区矢田 6-8-7
東住吉区湯里 5-15-4
東住吉区駒川1-17-17 2階
平野区平野東 2-1-30
平野区加美北 7-1-2
平野区長吉川辺 3-20-14
平野区瓜破南 1-2-30
平野区喜連西 3-15-23
西成区岸里 1-5-20（西成区合同庁舎8階）
西成区南津守 7-12-32
西成区鶴見橋 2-12-23
西成区天下茶屋 1-4-14

6313-5568
6354-1165
6929-9500
6926-3800
6454-6330
6462-1225
6462-9301
6763-8139
6944-2116
6539-8075
6575-1212
6536-8162
6555-0693
6552-4440
6774-3386
6636-6029
6478-2943
6476-3550
6394-2914
6350-7310
6305-0737
6309-1400
6370-7190
6349-5001
6326-4440
6325-6915
6977-7032
6971-9700
6712-3103
6758-8816
6715-0236
6756-7400
6957-2200
6958-5030
4254-3336
6936-1133
6964-0808
6963-6700
6786-2255
6913-7512
6913-7878
6969-3030
6628-1400
6760-4018
6629-8686
6686-2235
6569-6100
6683-6650
7670-1777
6692-8803
6678-1500
6608-2110
6674-0800
6622-0055
6694-5552
6777-1939
6719-7100
6795-1666
4303-7703
6790-0766
4392-7436
6797-0555
6656-0080
6651-6888
6568-8400
6656-7700

6314-6377
6354-1175
6929-9504
6926-3801
6454-6331
6462-1984
6462-9310
6763-8151
6944-2117
6539-8073
6575-1025
6536-8172
6555-0687
6552-4956
6711-0595
6636-6028
6478-2945
6476-3560
6394-2977
6350-7302
6305-0738
6309-7123
6370-7114
6349-5002
6326-4445
6325-6922
6977-7070
6971-9701
6712-3122
6758-8817
6715-0237
6756-8888
6957-7282
6952-7880
4254-8811
6935-8737
6964-1818
6963-6701
6786-2238
6913-7676
6913-7888
6969-3123
6628-9393
6760-4019
6629-6555
6686-2122
6569-6102
6683-6658
7670-1778
6692-8813
6678-1501
6607-2511
6674-0801
6622-9123
6699-6467
6777-1969
6719-7110
6777-7086
4303-7706
6790-0767
6760-7177
6797-3100
6656-0083
6651-6060
6568-8401
6656-7702
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⑫提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の

名称、評価結果の開示状況）

⑬

⑭

⑮

　サービスを利用する際には、事業者と契約を結びます。契約の際には、後にトラブルにならないよう重要事
項説明書や契約書は、その内容をよく確認しましょう。

■総合相談窓口（ブランチ）一覧

北 区

都 島 区

福 島 区

此 花 区
西 区

港 区

大 正 区

天王寺区

浪 速 区

西淀川区

淀 川 区

東淀川区

東 成 区

生 野 区

旭 区

城 東 区

鶴 見 区

阿倍野区

住之江区

住 吉 区

東住吉区

平 野 区

西 成 区

区　名 包括圏域 ブランチ名 併設する施設名 住　所 電話番号 Fax
北 区
北 区 大 淀
都 島 区

都島区北部

福 島 区

此花区南西部
西 区

港 区

港 区 南 部
大 正 区
大正区北部

天 王 寺 区

浪 速 区

西淀川区南西部

淀 川 区

東 淀 川 区
東淀川区北部

東淀川区南西部

東成区南部
東成区北部
生 野 区

巽

旭 区
旭 区 東 部
城 東 区
菫・鯰 江 東

鶴 見 区

阿 倍 野 区
阿倍野区北部
住 之 江 区
加賀屋・粉浜
住 吉 区
住 吉 区 北

住 吉 区 東

住 吉 区 西
東 住 吉 区

矢 田

平 野 区

長 吉

瓜 破

喜 連

西 成 区

玉 出

西成区北西部

西成区東部

梅田東ブランチ
豊崎ブランチ
中野ブランチ
高倉ブランチ
淀川ブランチ
下福島ブランチ
野田ブランチ
春日出ブランチ
花乃井ブランチ
港南ブランチ
市岡東ブランチ
築港ブランチ
大正西ブランチ
大正東ブランチ
夕陽丘ブランチ
高津ブランチ
浪速ブランチ
日本橋ブランチ
難波ブランチ
淀ブランチ
新高ブランチ
東三国ブランチ
大桐ブランチ
瑞光ブランチ
淡路ブランチ
柴島ブランチ
南方ブランチ
深江南ブランチ
東陽ブランチ
生野東ブランチ
田島ブランチ
新生野ブランチ
新巽ブランチ
旭陽ブランチ
今市ブランチ
蒲生ブランチ
鯰江ブランチ
茨田ブランチ
茨田大宮ブランチ
昭和ブランチ
高松・文の里ブランチ
新北島ブランチ
加賀屋ブランチ
大和川ブランチ
住吉ブランチ
我孫子ブランチ
長居西ブランチ
三稜ブランチ
白鷺ブランチ
矢田東ブランチ
矢田西ブランチ
平野ブランチ
長吉西ブランチ
長吉六反ブランチ
瓜破西ブランチ
喜連ブランチ
喜連東ブランチ
あいりんブランチ
成南ブランチ
南津守ブランチ
梅南・橘ブランチ
天下茶屋ブランチ
山王ブランチ

藤ミレニアム
からまつ
からまつ
淀川地域在宅サービスステーション ゆめ
阪神長楽苑
福島ともしび苑
ケアセンター水都ホーム
江之子島コスモス苑
ザイオン
さくら
築港地域在宅サービスステーション
ビオスの丘
いずみの家
四天王寺きたやま苑
四天王寺たまつくり苑
スワンなにわ

特養なにわ
西淀川（特養）
陽だまりの苑
なみはや
おおぎり
水仙の家
ひざし
ベラミ
さわやか
ケアハウスレインボー
サンローズオオサカ
基弘会夢の箱
弘仁会やすらぎ苑
慶生会瑞光苑
三秀會　甍
高殿苑

和光
城東園
(特養)ファミリー
ちどり
いくとくⅡ
（特養）いくとく
豊泉家
ブルーム北加賀屋
アンパス住吉
玲風苑
一隅苑
ながいの里
ウェルネスあびこ
(特養)くれない
城南ホーム
せいりょう
平野地域在宅サービスステーション
長吉西地域在宅サービスステーション
長吉六反地域在宅サービスステーション
てんそう苑
喜連の杜
博寿荘
西成市民館
めぐみ
ビアンエトール恭愛
梅南・橘地域在宅サービスステーション
のぞみ
山王地域在宅サービスステーション みどり苑

北区芝田2-10-39
北区本庄西2-6-15
都島区中野町5-10-70
都島区御幸町2-10-12
都島区毛馬町5-5-23
福島区福島4-6-24
福島区吉野5-6-11
此花区西九条1-1-2
西区江之子島1-8-44
港区市岡1-5-30
港区波除5-4-7
港区築港2-4-16
大正区鶴町1-11-20
大正区泉尾2-13-5
天王寺区北山町9-6
天王寺区玉造元町1-29
浪速区浪速西2-11-6
浪速区恵美須東2-1-4
浪速区幸町2-3-11
西淀川区大和田2-5-11
淀川区新高4-15-25
淀川区東三国2-12-16
東淀川区大桐1-1-12
東淀川区小松1-12-10
東淀川区西淡路2-3-22
東淀川区東淡路1-4-49
東淀川区東中島2-14-1
東成区深江南3-14-6
東成区神路1-10-3
生野区生野東2-5-8
生野区田島3-6-13
生野区巽東4-11-10
生野区巽南3-7-31
旭区高殿5-10-7
旭区千林2-7-12
城東区成育5-22-16
城東区今福東2-2-25
鶴見区安田2-1-27
鶴見区茨田大宮3-8-33
阿倍野区長池町18-20
阿倍野区天王寺町北3-18-16
住之江区新北島7-4-20
住之江区北加賀屋1-5-6
住吉区山之内3-4-9
住吉区帝塚山東2-1-35
住吉区我孫子東1-4-37
住吉区長居西3-1-6
住吉区我孫子西1-2-15
東住吉区今川7-9-7
東住吉区住道矢田4-20-17
東住吉区公園南矢田4-10-6
平野区背戸口1-16-30
平野区長吉出戸6-8-21
平野区長吉六反4-5-26
平野区瓜破西2-10-10
平野区喜連4-6-19
平野区喜連東3-6-40
西成区萩之茶屋2-9-1
西成区千本北2-12-2
西成区南津守1-4-7
西成区松3-1-16
西成区天下茶屋東2-15-12
西成区山王1-6-5

6372-0804
6371-6233
6922-3550
6929-8886
6929-8801
4798-0270
6464-0105
6467-2933
6225-2662
4395-8888
6585-3396
6599-0616
6555-6600
6554-7005
6773-1811
6763-4115
6556-6268
6632-2340
6568-1230
0120-86-2565
6397-0710
6350-2880
6326-8161
6370-2266
6325-6332
6325-3347
6321-1001
6977-0011
6974-7388
6715-2188
6751-1270
6758-0088
6752-0003
6953-8511
6954-2822
6935-0577
6931-3825
6915-1717
6914-7711
4399-0120
6713-1165
6683-4321
6682-2941
4700-1234
4701-1121
4700-1000
6695-6645
6608-3000
6769-1155
6760-6539
6699-9000
6797-0032
6769-0015
6702-4466
6703-9712
4303-5671
6700-2060
6537-7353
090-8853-0874
6656-7001
6656-0322
6655-3030
6631-8802

6105-1361
6371-6244
4253-5880
6929-8887
6929-8802
4798-0275
6464-0108
6467-2922
6225-2663
4395-8181
6585-1091
6599-0660
6555-6605
6554-7018
6773-1840
6763-4165
6562-0550
6630-3336
6568-1288
6477-6560
6397-6810
6350-2887
6326-8631
6370-2325
6325-5850
6325-5222
6321-0998
6977-0330
6974-7391
6715-2224
6751-1271
6758-7601
6752-1341
6953-8515
6954-2823
6935-0677
6931-7570
6915-1313
6914-7100
4399-0121
6714-1185
6683-7057
6682-2942
4700-1243
4701-1131
4700-1009
6695-6654
6608-3333
6769-1900
6760-6587
6699-9951
6797-0093
6769-3608
6702-6555
6703-9713
4303-5673
6700-2070
6633-7203
6652-5812
6656-7006
6656-0154
6655-3033
6631-8803

緊急時の対応方法（介護予防支援及び居宅介護支援を除く）
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■主に施設等に入所（入居）して利用できるサービス■主に自宅で生活しながら利用できるサービス

○

○

 

○

○

○

－

 

－

－

サービス種類
（※は地域密着型サービス）

介護サービス 介護予防サービス

要介護1～5の方が
利用できます

要支援1・2の方が
利用できます

通い、訪問、泊まりの複合的なサービス

※小規模多機能型居宅介護

※看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

施設・居住系のサービス

※地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護
（定員29人以下の特別養護
老人ホーム）

※地域密着型特定施設入居
者生活介護
（定員29人以下の介護付きの
有料老人ホームなど）

　介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

　介護老人保健施設

　介護医療院

※認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

　特定施設入居者生活介護
（介護付きの有料老人ホームなど）

○

○ ○

○ －

－

－

要支援2のみ

原則
要介護３以上
（注）

原則
要介護３以上
（注）

65
歳
以
上
の
方

本人の
合計所得金額が
220万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の
合計所得金額が
160万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額（※1）の合計額（※2）が
単身世帯で340万円以上、または２人以上世帯で463万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額（※1）の合計額（※2）が
単身世帯で280万円以上、または２人以上世帯で346万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額（※1）の合計額（※2）が
単身世帯で280万円未満、または２人以上世帯で346万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額（※1）の合計額（※2）が
単身世帯で280万円以上340万円未満、または２人以上世帯で
346万円以上463万円未満

3割負担

2割負担

2割負担

1割負担

1割負担

合計
所得金額

前年の収入金額から必要経費等に相当する額（給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額）を差
し引いた金額で、損失等にかかる繰越控除を行う前の金額です。土地・建物等の譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金
額で算定します。令和３年度以降は、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き
下げがなかった場合と同額に調整して計算します。なお、合計所得金額がマイナスの場合は０円として計算します。

（注）要介護１・２の方で特例入所要件に該当する方は入所対象と
なります。

●各サービスの利用者負担は医療費控除の対象となる場合が
あります。（詳しくは、29ページ「介護サービス利用料等の
医療費控除」をご参照ください。）

介護サービスを利用したときの自己負担割合は、本人の所得金額等に応じて1割、２割または3割
です。
要支援者、要介護者、事業対象者全員に、負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付いた

します。介護サービスを利用する際に、「介護保険被保険者証」と併せてサービス提供事業所に提示
してください。
　なお、第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は
下記にかかわらず1割負担です。

※1：「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額）を差し引いた
金額です。

※2：本人を含めた同一世帯に属する全ての第一号被保険者の年金収入金額及びその他の合計取得金額の合計額です。

利用者負担割合

　●各サービスの費用については、めやすの費用を掲載しています。
　　利用者負担については、1割の場合を記載していますが、本人の所得金額等に応じて2割または
　3割となる場合があります。
 　  サービスを提供する事業所やサービス内容により加算等が発生しますので、契約する際によく確認し
てください。

ケアプランの作成
ケアプランの作成のほか、利用者が安心して
サービスを利用できるよう支援します。
利用者負担はありません。
（全額を保険で給付します。）
（1か月あたり。要介護1～5はケアマネジャー
の取り扱い件数が45件未満の場合。）

介護保険で利用できるサービス

　介護や支援を必要とする高齢者が、在宅での生活が難しくなったときも、自宅近くのサービス拠点
から、さまざまなサービスの提供を受けて、できる限り地域で暮らし続けることができるようにする
サービスです。
　地域密着型サービスの場合、大阪市の被保険者は、原則として大阪市内の事業所のみ利用できます。

地域密
着型

サービ
ス

とは？
地域密

着型

サービ
ス

とは？

　大阪市では2017（平成29）年4月から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスとして訪問型
サービス、通所型サービスをそれぞれ3種類ずつ実施し、2018（平成30）年7月から、地域における住
民相互の支えあい、助け合いの地域づくりを推奨するための「住民の助け合いによる生活支援活動事
業」を訪問型サービスに追加して実施しています。
　総合事業のサービスを利用できる方は、要支援者のほか、基本チェックリストに該当し要支援者相
当と判断された事業対象者です。
　事業対象者は、総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービス（サポート型訪問サービス、選
択型通所サービス）を利用することができます。

総合事
業の

サービ
ス

とは？
総合事

業の

サービ
ス

とは？

■利用者負担の判定の流れ

サービス種類
（※は地域密着型サービス）

介護サービス 総合事業の
サービス介護予防サービス

要介護1～5の方が
利用できます

要支援1・2の方が
利用できます

要支援1・2の方、
事業対象者が
利用できます

ケアプラン作成

自宅で利用できるサービス

通いで利用できるサービス

※認知症対応型通所介護

　通所リハビリテーション（デイケア）

※定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

通所介護（デイサービス）
・通所型サービス
※地域密着型通所介護
　（定員１８人以下のデイサービス）

施設に短期間入所するサービス

　短期入所生活介護

　短期入所療養介護

福祉用具・住宅改修

　福祉用具貸与

　福祉用具購入

　住宅改修

　訪問介護・訪問型サービス

　

※夜間対応型訪問介護

　訪問入浴介護

　訪問看護

　訪問リハビリテーション

　居宅療養管理指導

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

○

○

○

○

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－ 

－

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント サービス費用（10割）

居宅介護支援費 サービス費用（10割）

事業対象者、要支援1・2
（地域包括支援センターが行う場合）

要支援1・2
（指定介護予防支援事業者※が行う場合）
※介護予防支援の指定を受けた居宅介護事業者

要介護1・2

要介護3～5

4,915円

12,076円

15,690円

5,248円
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利用者負担（1割の場合）

●本人以外の部屋の掃除、庭の草む
しり、大掃除など
●くわしくは、サービス提供事業者・
ケアマネジャーにご確認ください。

次のようなサービスは
介護保険の対象外となります。

　夜間の巡回や通報システムにより対
応する訪問介護を行います。
（要介護1～5の方が利用できます。）

　介護職員と看護師などが、移動
入浴車などで訪問し、浴槽を提供
して、入浴の介護を行います。

　医師の指示に基づき、看護師
などが訪問し、療養上のお世話、
診療の補助を行います。

　医師の指示に基づき、理学
療法士、作業療法士などが訪
問し、リハビリを行います。

　医師、歯科医師、薬剤師、
管理栄養士、歯科衛生士、
保健師、看護師などが訪問
し、療養上の管理・指導を
行います。

訪問介護・訪問型サービス
　訪問介護員（ホームヘルパー）などが訪問し、身体介護や生活援助をします。通院時などの乗車や降車の介助
もあります。

訪問介護員（ホームヘルパー）が身体介護や生活援助を行います。

　24時間安心して居宅での生活が送れるよう、介
護職員と看護師などが日中・夜間を通じて、定期の
巡回訪問と随時対応を行います。
（要介護1～5の方が利用できます。）

総合事業の訪問型サービス（要支援1・要支援2・事業対象者）の場合総合事業の訪問型サービス（要支援1・要支援2・事業対象者）の場合

①介護予防型訪問サービス

大阪市の研修を修了した従事者などが生活援助を行います。②生活援助型訪問サービス
地域の高齢者が自身の生きがいづくりや介護予防のために、
支え手として生活支援活動を行います。

③住民の助け合いによる生活支援活動事業
　※一部地域で実施

閉じこもりの方、口腔機能向上や栄養改善の必要な方を看護
師、歯科衛生士、管理栄養士が訪問し支援を行います。④サポート型訪問サービス

※事業対象者は、原則、④サポート型訪問サービスのみ利用可能です。
（１か月あたり。１回でも利用されると月額の利用者負担が必要となります。）

13,077円 1,308円

9,874円 988円

利用者負担100円③ 住民の助け合いによる生活支援活動事業

利用者負担はありません。④ サポート型訪問サービス

② 生活援助型訪問サービス（週１回程度の場合） 

① 介護予防型訪問サービス（週１回程度の場合）

サービス費用（10割） 利用者負担（1割の場合）

4,303円 431円

2,446円 245円

1.078円 108円

88,359円～314,673円 8,836円～31,468円

60,559円～274,575円要介護1～5　一体型・連携型(介護)

要介護1～5　一体型・連携型(介護・看護)

夜間にのみサービスを必要とする利用者

6,056円～27,458円

10,997円（定額/月） 1,100円（定額/月）

利用者負担（1割の場合）

10,997円

4,136円

6,305円～8,495円

1,100円

414円

631円～850円

9,518円 952円

14,077円 1,408円

8,829円 883円

9,151円 916円

3,242円 325円

3,351円 336円

515円5,150円

5,170円

5,660円

5,180円

5,450円

3,620円

517円

566円

518円

545円

362円

利用者負担（1割の場合）

利用者負担（1割の場合）

利用者負担（1割の場合）

利用者負担（1割の場合）

利用者負担（1割の場合）

（1か月あたり）

（1回あたり）

原則、

（原則、月2回を限度）

（原則、月4回を限度）
※別途、利用者負担あり ※別途、利用者負担あり
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利用者負担（1割の場合）

　介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）などに短期間

入所して、食事、入浴などの

介護や機能訓練を行います。

　デイサービスセンターなどで、入浴や食事の提供、レクリエーション
などの機能訓練を行います。

　定員18人以下の通所介護事業所です。

　介護老人保健施設などに
短期間入所して、医学的な管
理のもとでの医療、介護、機
能訓練を行います。

※送迎の費用も含まれています。このほか、食費、おむつ代などの負担があります。

・通所型サービス （１か月あたり。１回でも利用されると月額の利用者負担が必要となります。）

（１回あたり。通常規模の事業所で、7時間以上8時間未満の場合。）

地域密着型通所介護（定員18人以下の場合）

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、３時間以上のデイ
サービスを行います。

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、３時間未満のデイ
サービスを行います。

総合事業の通所型サービス（要支援1・要支援2・事業対象者）の場合総合事業の通所型サービス（要支援1・要支援2・事業対象者）の場合

①介護予防型通所サービス

②短時間型通所サービス
短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上、または栄
養改善のプログラムを行います。③選択型通所サービス

※事業対象者は、③選択型通所サービスのみ利用可能です。

※この他、食費などの費用の負担が必要な場合があります。

　認知症の方を対象に日帰りで入浴や
食事の提供、機能訓練などを行います。

（①②は１か月あたり。１回でも利用されると月額の利用者負担が必要となります。③は１回あたり。）

8

19,274円 1,928円

13,496円 1,350円

4,738円プログラム
ごとに 474円③ 選択型通所サービス

② 短時間型通所サービス（週１回程度の場合） 

① 介護予防型通所サービス（週１回程度の場合）

要介護1～要介護5 8,290円～15,003円 829円～1,501円

要支援１・2 24,675円～46,000円 2,468円～4,600円

利用者負担（1割の場合）

5,211円～6,484円
多床室(相部屋)・
従来型個室

多床室(相部屋)・
従来型個室

522円～649円

7,017円～10,074円 702円～1,008円

利用者負担（1割の場合）

6,571円～8,297円多床室(相部屋)

従来型個室

多床室(相部屋)

従来型個室

658円～830円

6,206円～7,782円 621円～779円

8,897円～11,277円 890円～1,128円

8,072円～10,409円 808円～1,041円

利用者負担（1割の場合）
8,410円～9,400円 841円～940円
9,726円～13,904円 973円～1,391円

利用者負担（1割の場合）

利用者負担（1割の場合）

このほか、食費・居住費などの負担があります。

このほか、食費・居住費などの負担があります。

内容 サービス費用（10割）

要介護1～5 7,053円～12,306円

利用者負担（1割の場合）

706円～1,231円

内容 サービス費用（10割）

要介護1～5

要支援1・2
要介護1～5

8,072円～14,064円

利用者負担（1割の場合）

808円～1,407円

※送迎の費用も含まれています。
このほか、食費、おむつ代などの
負担があります。

※送迎の費用も含まれています。
このほか、食費、おむつ代などの
負担があります。

※送迎の費用も含まれています。このほか、食費、おむつ代などの負担があります。

（1回あたり7時間以上8時間未満の場合）

（通常規模の事業所で、1回あたり7時間以上8時間未満の場合）
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●年間10万円が限度で、その1割、２割または3割が自己負担です。（年度内
4月から1年間）

●同一品目の福祉用具購入は原則としてできません。　

●20万円が限度で、その1割、２割または
3割が自己負担です。

※都道府県等の指定を受けた事業者から購入することになります。
※購入の際は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。

令和6年4月からは、次の福祉用具について、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する
観点から、貸与と購入の選択制が導入されました。

大
阪
市

⑤請求

⑥保険給付分の支払い

①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等の
　ための床又は通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥上記①～⑤の各工事に付帯して必要と
　認められる工事

認知症老人徘徊感知機器

◇介護保険の住宅改修とは別に「高齢者住宅改修費給付事業」があります。（45ページ参照）

対象の福祉用具を購入することができます。

　大阪市では、福祉用具購入・住宅
改修の利用について、「償還払い方
式」と「給付券方式」の2つの方法が
あります。（右図参照）
　なお、入院中・認定申請中等につ
いては給付券方式を利用できませ
ん。詳細については、お住まいの区
役所介護保険担当にお問い合わせ
ください。

福祉用具購入・住宅改修の利用について
■償還払い方式申請の流れ ■給付券方式申請の流れ

④全額支払い

被
保
険
者（
利
用
者
）

大
阪
市

事
業
者

①事前申請

②申請書の写し

③サービス提供

④給付券と自己負担分

⑤
請
求

⑥
支
払

大
阪
市

事
業
者

①事前の申請

②給付券発行

③サービス提供

　自立や介護をしやすい生活環
境を整えるため、次の小規模な住
宅改修を行うことができます。
※事前に申請が必要です。先に
工事を始めると保険給付の対象
となりません。

　福祉用具の貸与や購入を希望する方は、利用前に実
物を見たり使用方法や注意点を確認してから利用する
ことをお勧めします。
　詳しくは21ページの「ＡＴＣエイジレスセンター」へご
相談ください。

　また、2024（令和6）年4月から⑩～⑫の固定用スロープ、歩行器（歩行車は除く）、単点杖
（松葉杖は除く）・多点杖は貸与と購入の選択制が導入されました。

被
保
険
者（
利
用
者
）

●対象となる福祉用具

※給付券方式をご利用の場合は事前申請が必要です。

①腰掛便座　　②自動排泄処理装置の交換可能部品　　③排泄予測支援機器
④入浴補助用具　　⑤簡易浴槽　　⑥移動用リフトのつり具

⑦固定用スロープ　　⑧歩行器（歩行車は除く）　　⑨単点杖（松葉杖は除く）、多点杖



　大阪市では、住宅改修費の支給について、要介護者等の状態に添った適正な住宅改修となるよう「住宅改修費等適
正給付事業」により次のことを実施しております。
○事前書類審査支援
　申請受付後、住宅改修が必要な理由・施工内容・費用等を確認しているが、申請内容に疑義が生じた場合は１・２級建
築士やケアマネジャー等の専門職に相談し、専門的助言を行うことにより申請受付の審査を支援する。
○事後訪問調査
　住宅改修完了後、住宅改修費の請求が行われたものの中から無作為に抽出した要介護者等の自宅へ専門職を派遣
し、申請書類や請求書類と実際の工事との整合性を確認する。
　※万が一、不適切な事例が確認された場合は、大阪市から施工事業者へ改善指導や手直し工事を実施させ、悪質な
　　事業所であった場合は給付券取扱登録事業所の登録取消等を行います。
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　通い（デイサービ
ス）を中心に、訪問（ホ
ームヘルプサービス）
や泊まりのサービス
を組み合わせて提供
します。

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
　医療ニーズの高い
要介護の方に対して、
小規模多機能型居宅
介護と訪問看護を組
み合わせてサービス
を提供します。
（要支援1・2の方は利
用できません。）

　「介護保険の制度を利用して無料で工事をしますよ」などと言って訪問し
勝手に介護保険の要介護認定申請をしたり、不当に高い工事金額で強引に
工事契約を迫るなど悪質なトラブルが起こっています。介護保険の住宅改
修の利用限度額は原則２０万円となっています。自立を支援するために大き
な意義を持つ住宅改修ですので、工事を行う際は必要性等を十分に検討し
てください。（安易に個人情報を教えないでください。）

注意!!

福祉用具や住宅改修、介護サービスに関する情報を紹介しています

専門職によるアドバイス等により、適正な住宅改修となるよう取り組んでいます

悪質な住宅改修業者にご注意ください！

悪質工事事業者に騙されないために

●其の壱

●其の弐

●其の参

「いらんもんはいらん！」
 いらないと思ったものはハッキリと断りましょう

「ちょっと考えるわ！」
 家族や友人、ケアマネジャーに相談しましょう

「よその見積もりも見てからにするわ！」
 複数業者から見積もりを取るなどして適正な金額か確認しましょう

「ATCエイジレスセンター」をご活用ください。
　介護･福祉･健康関連の最新の機器やサービスをご案内している日本最大級（約5,000㎡）の常設展示場で
す。介護保険制度の解説を交えながら、専門のフロアスタッフが分かりやすくご案内します。車いすやシルバーカ
ーなど多くの種類の介護機器を展示しており、商品比較や試乗等が行えます。
　あらゆる人々が心豊かに生活できる社会の実現をめざし、さまざまな提案を行っています。

■所 在 地 〒559-0034　大阪市住之江区南港北2-1-10
 アジア太平洋トレードセンター　ITM棟11階
■T E L 6615-5123
■U R L https://www.ageless.gr.jp/
■開館時間 AM10:00からPM5:00まで
■休 館 日　月曜日・年末年始
■入 館 料 無料

内　容

要支援1・2

短期利用の場合（1日あたり）要支援１・２

短期利用の場合（1日あたり）要介護１～５

要介護1～要介護5

サービス費用（10割）
37,536円～75,855円

113,783円～296,033円

4,613円～5,777円

6,223円～9,171円

利用者負担（1割の場合）
3,754円～7,586円

11,379円～29,604円

462円～578円

623円～918円

内　容

要介護1～要介護5
短期利用の場合（1日あたり）

サービス費用（10割）

135,423円～341,719円
6,212円～9,128円

利用者負担（1割の場合）

13,543円～34,172円
622円～913円

至京都

至奈良

生駒長田森ノ宮弁天町

西梅田

住之江公園
中ふ頭

梅田

大国町 天王寺

コスモスクエア

南港ポートタウン線
（ニュートラム）

Osaka Metro
四つ橋線

Osaka Metro
中央線

Osaka Metro
御堂筋線

JR環状線

至神戸 JR

新大阪

大阪駅

本町
なんばトレード

センター前ATC
O’s

ATC ITM棟11F

ATC
エイジレス
センター
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寝たきりや認知症の方で、在宅での介護が困難な方に対して、介護職員などが、
食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。
入所については、必要な介護の程度及び家族等の状況を勘案し、入所の必要性

が高いと認められる方が優先的に入所できます。入所者は原則要介護3以上の方
となっています。（要介護1・2の方で特例入所要件に該当する方は入所対象とな
ります。利用者負担などについては、下記参照。）

入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所した方に、介護職員などが、食事・入浴などの介護
や機能訓練などを行います。入所者は原則要介護3以上の方となっています。（要介護1・2の方で特例入所要件
に該当する方は入所対象となります。利用者負担などについては、下記参照。）

　看護や介護を必要とする高齢者及び認知症の方に対して、リハビリテーション等の医療ケアと生活サービス
を一体的に提供し、在宅の生活への復帰を支援します。（要支援1・2の方は、利用できません。利用者負担などに
ついては、下記参照。）

　「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に行います。（要支援1・2の方は、利用でき
ません。利用者負担などについては、下記参照。）

　施設サービスの費用は、要介護度や施設形態、職員の人数などで異なります。
　費用の1割、２割または3割と食費・居住費を負担します。

※月額は1か月を31日として計
算しています。
※利用者負担には、所得に応じ
た上限が設けられています。
※食費・居住費には、所得の低い
方に所得に応じた負担限度額
が設けられています。
※このほか、日常生活費などの
負担があります。

　認知症で介護を必要とする方
に、共同生活住居（5～9人）にお
いて日常生活上のお世話などを
行います。（要支援1の方は、利用
できません。）
　また、30日以内の短期利用（シ
ョートステイ）ができる事業所も
あります。

　有料老人ホーム、軽費老人
ホーム（ケアハウス）等に入居
している方に対して、サービス
計画に基づき、入浴、排せつ、
食事等の介護、その他の日常
生活上の世話、機能訓練及び
療養上の世話などを介護保険
の対象とすることができます。
　また、30日以内の短期利用
（ショートステイ）が出来る事業
所もあります。

※月額は1か月を31日として計算しています。このほか、食費・家賃・おむつ代などの負担があります。

■2ユニット以上の場合（大阪市は条例により3ユニットまでの事業所を指定しています。）

※月額は1か月を31日として計算しています。このほか、食費・家賃などの負担があります。
施設が、訪問介護の事業者などと契約して、介護サービスを提供することもできます。

　入所定員が29人以下の小
規模な介護専用型の有料老人
ホーム、ケアハウス等に入居
する要介護の方に対して、入
浴・排せつ・食事等の介護、その
他の日常生活上の世話、機能
訓練及び療養上の世話などを
行います。（要支援1・2の方は
利用できません。）

※月額は1か月を31日として計算しています。このほか、食費・家賃などの負担があります。

●施設サービスの利用料［標準的な施設規模・職員配置でユニット型個室の場合の基本部分の額］

介護医療院

施　　設

介護老人福祉施設
（入所定員29人以下を含む）

介護老人保健施設

介護医療院

サービス費用月額（10割） 利用者負担月額（1割の場合）

利用者負担月額（1割の場合）

252,895円 25,290円

254,224円～285,462円

8,458円～9,508円

25,423円～28,547円

846円～951円

利用者負担月額（1割の場合）

248,907円 24,891円

250,236円～280,810円

8,329円～9,369円

25,024円～28,081円

833円～937円

要支援1・要支援2

利用者負担月額（1割の場合）

60,814円～104,016円 6,082円～10,402円

180,117円～270,176円

5,810円～8,715円

18,012円～27,018円

581円～872円

利用者負担月額（1割の場合）

181,446円～272,502円

5,853円～8,790円

18,145円～27,251円

586円～879円

222,654円～322,682円

266,520円～338,301円

282,472円～462,589円

22,266円～32,269円

26,652円～33,831円

28,248円～46,259円
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　介護保険サービス（総合事業のサービスを含む）にかかった費用の1割、２割または3割は利用者負担ですが、
その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、お住まいの区役所の介護保険担当で申請すること
により、高額介護（介護予防）サービス費（相当事業費）として支給されます。
　なお、区役所の介護保険担当に一度申請していただくと次回からは手続きを行わなくても、1か月に一定の上
限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
　ただし、月の途中で市外へ転居された場合は、転居前と転居後それぞれの市町村で利用されていた利用者負
担額で判定を行うので、支給が行われないことがあります。

　各医療保険〔国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度〕における世帯内の、１年間の介護保険（総合事業
を含む）と医療保険のサービス利用にかかった利用者負担の合計が一定の上限金額を超えた場合については、申
請することで高額医療合算介護（介護予防）サービス費（相当事業費）〔医療保険では高額介護合算療養費といい
ます。〕が支給されます。

■高額医療合算介護（介護予防）サービス費（相当事業費）の世帯負担段階と世帯負担上限額
（毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間）

※居宅療養管理指導・認知症対応型共同生活介護・（地域密着型）特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護については利用者負担限度額の対象となりません。その他、利用限度額対象とならない加算もあります。

※1：同一世帯のすべての65歳以上の方の課税総所得で判定を行います。
※2：合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額）を差し引いた金額です。
※3：令和8年8月から82.65万円に改定されます。
※4：介護保険サービスを利用した全世帯員の利用者負担額の合計の上限額です。
※5：介護保険サービスを利用した本人の利用者負担額の上限額です。

居宅サービスや総合事業のサービスには、要支援・要介護状態や事業対象者のそれぞれの区分ごとに１か月あたり、利用できる
サービスの限度があります。

※1単位の単価はサービスにより異なり、①・②・③・④・⑤・⑱・⑲は11.12円、⑥・⑨・⑩・⑪・⑭・⑮は10.88円、⑦・⑧・⑫・⑯・⑰・⑳・㉑・㉒は
10.72円、⑬は10円。

利用限度額のある居宅サービス利用限度額のある居宅サービス

●高額介護（介護予防）サービス費（相当事業費）

居宅サービス等の限度額について

●高額医療合算介護（介護予防）サービス費（相当事業費）利用限度額のある総合事業のサービス利用限度額のある総合事業のサービス

■高額介護（介護予防）サービス費（相当事業費）の利用者負担段階と利用者負担上限額（１か月あたり）

医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。

課税所得690万円以上（年収約1,160万円～）

課税所得380万円以上（年収約770万円～約1,160万円）

課税所得145万円以上（年収約370万円～約770万円）

課税所得145万円未満（年収約156万円～約370万円）

市町村民税非課税

市町村民税非課税（所得が一定以下）

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護（デイサービス）（定員19人以上）

地域密着型通所介護（定員18人以下）

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護
（特別養護老人ホームなどのショートステイ）

短期入所療養介護
(老人保健施設又は医療施設等でのショートステイ）

福祉用具貸与

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

短期利用の認知症対応型共同生活介護
（グループホームのショートステイ）

短期利用の（地域密着型）
特定施設入居者生活介護

介護予防型訪問サービス

生活援助型訪問サービス

介護予防型通所サービス

短時間型通所サービス

選択型通所サービス

区 分
1割負担の場合

1か月あたりの
利用限度単位数

利 用 者 負 担 額1か月あたりの利用限度額
（1単位11.12円で計算した場合）

事業対象者

要 支 援 1

要 支 援 2

要 介 護 1

要 介 護 2

要 介 護 3

要 介 護 4

要 介 護 5

5,032単位

5,032単位

10,531単位

16,765単位

19,705単位

27,048単位

30,938単位

36,217単位

56,000円程度

56,000円程度

117,200円程度

186,500円程度

219,200円程度

300,800円程度

344,100円程度

402,800円程度

5,600円程度

5,600円程度

11,720円程度

18,650円程度

21,920円程度

30,080円程度

34,410円程度

40,280円程度
※区分及び申請については、各医療保険等により異なりますのでご加入の医療保険へお問い合わせください。

利用者負担段階区分 上限額（月額）

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上の者がいる場合 140,100円（世帯）（※4）

課税所得380万円（年収約770万円）未満

生活保護受給中の場合

【市町村民税非課税世帯】

●前年の公的年金等収入額＋その他の合計所得
   金額（※2）の合計が８０.9万円（※3）以下の場合
●老齢福祉年金受給者の場合

課税所得380万円（年収約770万円）以上～
課税所得690万円（年収約1,160万円）未満の者がいる場合

市
町
村
民
税

課
税
世
帯 93,000円（世帯）（※4）

44,400円（世帯）（※4）

24,600円（世帯）（※4）

24,600円（世帯）（※4）
15,000円（個人）（※5）

15,000円（個人）（※5）

所得区分 70歳未満の人がいる世帯
限度額

70歳以上の人がいる世帯
限度額

（※1）
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■利用者負担段階の主な対象者と預貯金額等   

1,445円

1,360円
650円
390円
300円

1,445円

1,300円
1,000円
600円
300円

2,066円

1,370円
1,370円
880円
880円

1,728円

1,370円
1,370円
550円
550円

1,231円

880円
880円
480円
380円

1,728円

1,370円
1,370円
550円
550円

915円

430円
430円
430円
0円

697円

430円
430円
430円
0円

437円

430円
430円
430円
0円

基準費用額
第 ４ 段 階
第３段階②
第３段階①
第 ２ 段 階
第 １ 段 階

利用者
負担段階

2026（令和8）年7月までの負担限度額（日額）
居住費

ユニット型 従来型個室 多床室

個　室
施設
サービス

短期入所
サービス 個室的

多床室
特養

特養ショート 左記以外 特養
特養ショート

老健・医療院
（室料を徴収する場合）

老健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

食　費

第１段階から第３段階以外の方（施設との契約額を支払うこととなります。） 

1,545円

1,420円
680円
390円
300円

1,545円

1,360円
1,030円
600円
300円

2,066円

1,470円
1,370円
880円
880円

1,728円

1,470円
1,370円
550円
550円

1,231円

980円
880円
480円
380円

1,728円

1,470円
1,370円
550円
550円

915円

530円
430円
430円
0円

697円

530円
430円
430円
0円

437円

430円
430円
430円
0円

基準費用額
第 ４ 段 階
第３段階②
第３段階①
第 ２ 段 階
第 １ 段 階

利用者
負担段階

2026（令和8）年8月からの負担限度額（日額）
居住費

ユニット型 従来型個室 多床室

個　室
施設
サービス

短期入所
サービス 個室的

多床室
特養

特養ショート 左記以外 特養
特養ショート

老健・医療院
（室料を徴収する場合）

老健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

食　費

第１段階から第３段階以外の方（施設との契約額を支払うこととなります。） 

利用者負担段階 主な対象者 預貯金額等（夫婦の場合）（※4）

第 ４ 段 階

第３段階②

第３段階①

第 ２ 段 階

第 １ 段 階

第１段階から第３段階以外の方は対象外になります。（※注1）

世帯全員
（世帯分離をし
ている配偶者
も含む）が
市町村民税
非課税
●世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
●生活保護受給者

公的年金等収入額（非課税年金（※2）を含む）＋
その他の合計所得金額（※3）の合計が120万円超 500万円（1,500万円）以下

550万円（1,550万円）以下

650万円（1,650万円）以下

1,000万円（2,000万円）以下

公的年金等収入額（非課税年金（※2）を含む）＋
その他の合計所得金額（※3）の合計が80.9万円超120万円以下

公的年金等収入額（非課税年金（※2）を含む）＋
その他の合計所得金額（※3）の合計が80.9万円以下

表中の基準費用額から負担限度額を差し引いた分が「特定入所者介護（介護予防）サービス費」として大阪市から施設へ支払われます。
・基準費用額（食費）が100円/日引き上げられます。
・負担限度額（食費）について、利用者負担第３段階①は30円/日、第３段階②は60円/日引き上げられます。
・負担限度額（居住費）について、利用者負担第３段階②は100円/日引き上げられます。（一部除く）

■利用者負担段階と負担限度額（1日あたり）

●短期入所生活介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●短期入所療養介護 ●介護老人保健施設
●介護老人福祉施設 ●介護医療院

対象となるサービス（介護予防サービスを含みます。）

市民税非課税世帯等の方は、サービスを利用する際の食費・居住費（滞在費・宿泊費）について、所得に応じた負
担限度額となります。
なお、軽減を受けるには事前にお住まいの区役所の介護保険担当へ申請することが必要となります。該当する方

はお住まいの区役所で負担限度額認定証をお渡ししますので、ご利用の際は施設に提示してください。
2026（令和8）年８月から以下の２点について見直しが行われます。
・第２段階及び第３段階①の段階判定にかかる基準額を８０.９万円から８２.６５万円に改定して判定します。
・基準費用額及び利用者負担額の一部が改定されます。（詳細は、下記令和8年8月からの「負担限度額（日額）」
　 の表参照）

※1：同じ世帯に市町村民税課税者がいる方でも、一定の要件を満たしていた場合は、特例的に第3段階②の負担軽減を受けるこ
とが出来ますので、詳しくはお住いの区役所窓口にお問い合わせください。

※2：非課税年金とは、遺族年金・障害年金のことです。
※3：合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額）を差し引いた金
額です。

※4：第2号被保険者の預貯金額等については、利用者負担段階にかかわらず単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下と
なります。

●失業などにより、生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少した場合
●災害により、家屋などに著しい被害を受けた場合

対象となるサービス（介護予防サービスを含みます。）

（主に自宅で生活しながら受けるサービス）

（総合事業のサービス）

（通い、訪問、泊まりの複合的なサービス）

（施設・居住系サービス）

　社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方については、社会福祉法
人等の協力で利用者負担、食費・居住費（滞在費・宿泊費）を軽減する制度があります。

※申請及びお問い合わせはお住まいの区役所の介護保険担当へ

●社会福祉法人等による利用者負担軽減 （事前申請が必要）

※食費･居住費（滞在費・宿泊費）の軽減については、負担限度額認定証を持っている方に限ります。
※生活保護を受給している方については、個室の居住費（滞在費・宿泊費）のみ対象となります。
※養護老人ホームに入所している方を除きます。

対象者

　災害などの特別な理由により、利用料の支払いが困難となった
とき、一定の基準に該当した方の利用料を減額または免除する制
度があります。

※申請及びお問い合わせはお住まいの区役所の介護保険担当へ

●利用者負担の減免 （事前申請が必要）

●世帯全員が市町村民税非課
税で特に生計が困難と認めら
れた方

●訪問介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●通所介護
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●短期入所生活介護

●介護予防型訪問サービス ●介護予防型通所サービス ●短時間型通所サービス

●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

●介護老人福祉施設
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●生活保護を受給している方

（事前申請が必要）
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　65歳以上の方（第1号被保険者）が交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者（大阪市）への

届出が必要ですので、そのような場合はお住まいの区役所の介護保険担当まで届出をしてください。

第三者行為の届出について

　交通事故等の第三者による不法行為（これを「第三者行為」といいます。）によって生じた介護保険の給付につい

て、医療費と同様に事故を起こした相手方（第三者）に対して損害賠償請求を行うことです。

　交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担して

もらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受

けることができます。

　その場合は加害者から支払われる費用を保険者（大阪市）が一時立て替えることになりますので、介護保険で

サービスを利用する場合については保険者（大阪市）への届出が必要となります。

第三者行為求償とは

交通事故等により介護保険サービスを使う場合について
（第三者行為求償）

暫定サービス利用者等に係る介護支援事業について

居宅サービス利用者等の自己負担額

医療費控除の対象とならない費用

●医療系サービス……介護サービス利用料（短期入所療養介護は食費、滞在費も対象）の自己負担額
　訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護など
●福祉系サービス……介護サービス利用料の自己負担額
　訪問介護（生活援助が中心のサービスは除く）、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入
所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、総合事業の介護
予防型訪問サービス（生活援助が中心のサービスは除く）、介護予防型通所サービス、短時間型通所サー
ビスなど
※福祉系サービスは、居宅サービス計画（ケアプラン）に組み入れている場合で、医療系サービス（医療保険
の訪問看護を含む）と併せて利用した場合のみ控除の対象となります。

　身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で、ねたきり高齢者または認知症高齢者の
方は、その程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずる場合は、申請により「障がい者控除対象者認定書」
の交付を受けることができます。認定書を提示し、所得税や個人市・府民税の申告をすることにより「障がい者
控除」の適用を受けることができます。
　詳しくは、お住まいの区役所の保健福祉課までお問い合わせください。

●生活援助が中心の訪問介護のサービス利用料
●通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、総合事業の介護予防型
通所サービス、短時間型通所サービスにおける食費、滞在費、日常生活費等
●短期入所療養介護における利用者の特別な希望に基づく食費、滞在費

　なお、要介護認定を受けておられ、おむつを使用している場合、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まい
の区役所の介護保険担当で交付できる場合がありますのでお問い合わせください。

●介護医療院…………………介護サービス利用料、食費、居住費の自己負担額

税の「障がい者控除」等が受けられる場合があります

　要介護（要支援）認定申請後、暫定的なケアプランに基づく介護サービス等を利用されていた被保険者が、認定

調査を受ける前に亡くなられた場合に、要介護（要支援）認定が適用されず、介護保険の給付を受けることができな

いため、介護サービス費用の一部を申請により補助する制度があります。

　詳しくは大阪市ホームページ「暫定サービス利用者等に係る介護支援事業」に掲載しています（大阪市ホームペ

ージ：50ページ参照）。

※お問い合わせは
　福祉局介護保険課認定グループ（ＴＥＬ４３９２－１７２７）へ
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（※1）：合計所得金額から公的年金等の所得金額を控除した額（平成３０年度税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、調整）
（※2）：2026（令和8）年度以降は、国基準の見直しにより、第2段階及び第5段階の基準額を80.9万円から82.65万円に改定します。

保険料額は、３年ごとに見直されます。次の見直しは2027（令和9）年度になります。

①介護サービス利用者数の増

第8期計画における軽減措置終了※第8期計画における軽減措置※

②国の介護報酬改定による増

第8期計画期間
（2021（令和3）年度～2023（令和5）年度）

第9期計画期間
（2024（令和6）年度～2026（令和8）年度）

第8期保険料
8,094円

第9期保険料
9,249円

+965円

+141円
③介護給付費準備基金の取崩しによる減　　▲368円

※第8期計画期間に実施した介護保険給付費準備基金などの取崩しによる軽減措置であり、2023（令和５）年度に終了となっております。

+417円

○老齢福祉年金の受給者で､本人及び世帯員全員が市町村民税非課税の方
○生活保護の受給者

本人の合計所得金額等（※1）
＋公的年金等収入額が82.65万円（※2）以下の方

本
人
が
市
町
村
民
税
非
課
税

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税

本人の合計所得金額等（※1）
＋公的年金等収入額が82.65万円（※2）以下の方
本人の合計所得金額等（※1）
＋公的年金等収入額が120万円以下の方

同じ世帯にいる方
全員が市町村民
税非課税

同じ世帯に市町
村民税課税者が
いる方

第2段階・第3段階以外の方

第5段階以外の方

本人の合計所得金額が125万円以下の方

本人の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方

本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方

本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方

本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方

本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方

本人の合計所得金額が1,000万円以上の方

0.335

0.335

0.485

0.685

0.85

1.00

1.10

1.25

1.50

1.75

2.00

2.20

2.40

2.60

3.00

37,181円

37,181円

53,830円

76,027円

94,340円

110,988円

122,087円

138,735円

166,482円

194,229円

221,976円

244,174円

266,372円

288,569円

332,964円

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第15段階

保険料段階 対　象　者 割合 年 額

（2024（令和6）年度～2026（令和8）年度）

●65歳以上の方（第1号被保険者）
の負担割合は、23%で変更ござ
いません。　

　２０２4(令和6)年度からの第9期保険料については、介護サービス利用者数の増加などによる
介護給付費の増加や国の介護報酬改定などの影響により上昇することとなります。こうしたことか
ら、介護給付費準備基金の取崩しなど保険料必要額の縮減を図っております。また、高所得者の乗
率（割合）を引き上げることにより、低所得者の保険料上昇の抑制を図っております。

基準額（110,988円）（年額） 所得に応じた割合（0.335～3.00）×

第１号被保険者の保険料は、本人及び世帯の市町村民税の課税状況や合計所得金額等により設定し
ています。
●消費税率の引上げにより、第１段階から第４段階の方へ公費による保険料軽減強化を行っています。

第9期（2024（令和6）年度～2026（令和8）年度）介護保険料（年額）の計算方法

１２月 年額110,988円（基準額）× ＝基準となる月額保険料9,249円

老齢・退職年金など、税法上課税の対象となる年金をいい、遺族・障がい年金など税法上非課税の対象とな
る年金は含まれません。

介護保険料の上昇について

■介護保険給付費の財源構成

●介護保険給付に必要な費用の半
分を公費（国・大阪府・大阪市）で
負担し、残る半分を保険料で負担
します。

保険料
50％

公　費
50％

介護保険料について

世 帯

公的年金等
収 入 額

合計所得
金 額

老齢福祉
年　　金

国民年金が発足した1961（昭和36）年4月時点で、拠出年金の受給資格期間を満たしていない方を対象
に支給される年金です。全額が国の負担によって支給されています。
主な対象者は1911（明治44）年4月1日以前に生まれた方です。

4月1日（年度途中に資格取得した方は資格取得日）時点の住民登録上の世帯です。

前年の収入金額から必要経費等に相当する額（給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的
年金等控除額）を差し引いた金額で、損失等にかかる繰越控除を行う前の金額です。土地・建物等の譲
渡所得は特別控除を差し引いた後の金額で算定します。なお、合計所得金額がマイナスの場合は０円と
して計算します。
※令和８年度の介護保険料については、法令の定めにより、令和７年度税制改正前の給与所得控除額を
用いて、保険料段階を決定しております。

65歳以上の
方の保険料
23％

40歳～
64歳の方の
保険料
27％

国・大阪府
37.5％

大阪市
12.5％
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●次の理由で保険料の納付が困難になったとき、保険料が減免される場合があります。
●震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方（免除）

●死亡、心身の重大な障がい、若しくは長期間の入院、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失
業などにより所得が前年に比べて大幅に減少した（市町村民税均等割非課税相当所得以下となることが見
込まれる）方（軽減）

６月2日～7月1日に65歳の誕生日を迎えられた方には、6月分からの保険料を7月から
翌年3月までの9か月で均等に割り、各月に生じた100円未満の端数を7月分の保険料
に上乗せした納付書を7月中旬にお送りします。

お支払いいただいた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。

消費税率の引上げに伴い実施している、公費による保険料軽減強化を行う前の第4段階保険料額（年額
76,582円）の2分の1に軽減します。
原則、申請月からの適用となります。

（以降、世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算した額）
※2：年間収入については、遺族年金・障がい年金、仕送りなどの

あらゆる収入が含まれます。また、介護保険料や介護サー
ビス利用料などが控除できます。

※1：保険料段階第1段階・第2段階の方につきましては、公費による軽減強化により、保険料額が生活困窮者軽減適用後の金額（年
額76,582円の2分の1）を下回ることになりますので、生活困窮者軽減適用の対象外となります。

4月1日現在、老齢・退職年金、障がい年
金、遺族年金（老齢福祉年金は除く）
を年額18万円以上受給している方

送付される納付書により、金融機関・郵便
局・コンビニエンスストア等で個別に納
付。（納付には口座振替が便利です。）

原則として前年度の2月と
同じ額が特別徴収されます。

その年度の保険料の額を算定し、その額
から仮徴収期間に納付する額を引いた
残額が3回に分けて特別徴収されます。

●世帯全員が市町村民税非課税（※1）で次のすべてに該当する方（生活保護受給者・養護老人ホーム入居者は除く）

①世帯の年収が右の額以下であること。
②扶養を受けていないこと。
③活用できる資産を有しないこと。

④介護保険料を滞納していないこと。

新たに被保険者になられた方で、老齢・
退職年金等を年額18万円以上受給し
ている方は、原則として、被保険者資格
を取得してから6か月後以降に特別徴
収となります。

例えば、5月に被保険者になられた場合

額
額

●世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮している方（保険料段階第3段階・第4段階）
に対して、保険料の軽減を行っています（生活困窮者軽減）。軽減には申請が必要ですの
で、お住まいの区の区役所介護保険の窓口でご相談ください。

※年金を年額18万円以上受給している場合でも、年金の支給停止で特別徴収が中止されたときや
年度途中で保険料額や年金額が変更になったときは、普通徴収となります。

※被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

当年度の市町村民税等で再計算し、保険料額・徴収方法等に変更がある場合には、再度7月中旬に「変更決
定通知書」を送付します。なお、保険料額・徴収方法等に変更がない場合は、改めて通知書は送付しません。
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納付の督励

①保険料を1年以上滞納すると「支払方法の変更」が行われ、介護保険サービスの利用にかかった
　費用を一旦全額支払わなければなりません。

②保険料を1年6か月以上滞納すると「保険給付の一時差止」が行われ、さらに「差止が行われた
　保険給付額から滞納保険料の控除」が行われます。 【例】1割負担の方が10万円の介護

保険サービスを利用する場合

【例】1割負担の方が10万円の介護
保険サービスを利用する場合

【例】1割負担の方が10万円の介護
保険サービスを利用する場合

サービス利用時の事業者への
支払いは１万円です。

サービス利用時、事業者へは
一旦10万円を支払うことに
なります。

保険給付額の９万円は、滞納
保険料を納めるまで一時支給
が差止められます。

差止後もなお滞納が続く場合
には、差止となっている保険
給付額の９万円から滞納保険
料が差し引かれます。

サービス利用時、事業者へは
一旦10万円を支払います。

申請により、保険給付分の
9万円が支給されます。

通常の支払方法

サービス利用時の事業者への
支払いは１万円です。

通常の負担割合

保険給付の一時差止と滞納保険料の控除

負担割合が３割に変更される
ため、サービス利用時の事業
者への支払いは３万円になり
ます。

保険給付額が減額されると

支払方法の変更が行われると

　普通徴収の場合、介護保険料はお送りした納付書の納期限が過ぎますと、金融機関・ゆうちょ銀行・
郵便局・コンビニエンスストア等での取り扱いができなくなる場合があります。その際は、お住まいの
区の区役所介護保険担当へご連絡ください。新たな納付書をお送りします。

　40歳～64歳で医療保険に加入している方は、医療保
険の保険料に介護保険の保険料を合わせて一括で納め
ていただきます。

電話や訪問により、滞納保険料の納付の督励
を行うことがあります。

（口座振替のお手続きは、「口座振替依頼書」によるお申込み、または、パソコン・スマートフォン
からの「Web口座振替受付サービス」でのお申込みが可能です。）

または

●保険料は所得や被保険者の人数に応じて異
なります。

●国庫負担があります。

●世帯主が世帯員の保険料も負担します。

※１：災害で著しい損害を受けたり、失業や長期入院などにより収入が著しく減少した場合など、特別な事情がある時は、給付制限は行いません。
　　また、支払方法の変更が行われた場合でも、滞納保険料を完納するかまたは滞納額が著しく減少した場合は解除されます。
※２：総合事業のサービス（１3ページ参照）については、給付制限は適用されません。

保険給付（9割から7割）

利用者負担10割（一旦全額支払わなければなりません）

利用者負担10割（一旦全額支払わなければなりません）

利用者負担
（1割から3割）

保険給付（9割から7割）

保険給付7割（1割または2割負担の方）
利用者負担３割

（3割負担の方）
利用者負担4割

利用者負担
（1割から3割）

利用者負担
（1割から3割）

利用者負担
（1割から3割）

利用者負担
（1割から3割）

申請により保険給付（9割から7割）が支給されます

保険給付（９割から7割）は
一時差止となり、支給されません。

保険給付額から
滞納保険料を控除します。 滞納保険料控除後の残額が支給されます。

保険給付6割

③保険料を２年以上滞納すると、時効により納付できなくなります。
　時効になった未納期間がある場合には、その期間に応じて、一定期間の保険給付が減額さ
れ、利用者負担割合が変更されます。
　また、高額介護（介護予防）サービス費・高額医療合算介護（介護予防）サービス費・特定入
所者介護（介護予防）サービス費は支給されません。


